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報告事項（１）令和５年度都市文化賞表彰選考部会の結果について

千葉市都市文化賞２０２３の選考結果について

募集期間：令和５年７月１日～９月３０日

応募件数：景観まちづくり部門９件、景観広告部門１９件、建築文化部門２０件

グランプリ the RECORDS

景観まちづくり部門 優秀賞 ZOZOSTUDIO

YohaSアリーナ ～本能に、感動を。～、TIPSTAR DOME CHIBA

景観広告部門 優秀賞 スタジオ・チッタ

建築文化部門 優秀賞 幕張豊砂駅

鍋島整形外科新棟

C-HOPE賞（ホープ賞） 手作り公園まさごの会
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グランプリ 「the RECORDS」
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景観まちづくり部門 優秀賞 「ZOZOSTUDIO」
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景観まちづくり部門 優秀賞 「YohaSアリーナ ～本能に、感動を。～、TIPSTAR DOME CHIBA」
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景観広告部門 優秀賞 「スタジオ・チッタ」
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建築文化部門 優秀賞 「幕張豊砂駅」
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建築文化部門 優秀賞 「鍋島整形外科新棟」
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C-HOPE賞（ホープ賞） 「手作り公園まさごの会」
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千葉市都市文化賞フォーラム２０２３ 令和６年２月１０日 千葉市生涯学習センターにて

報告事項（１）令和５年度都市文化賞表彰選考部会の結果について



報告事項（２）

千葉市まちづくりデザイン協議について
～ちば・まち・デザイン協議～
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都市デザイン調整とは

都市デザイン調整では、

○民間施設 ○公共施設

それぞれを誘導する必要がある。

■民間施設の誘導

新たな制度を運用（令和６年２月１日施行）

■公共施設の誘導

公共施設景観デザインガイドライン

を見直し運用（令和６年６月頃～）

ちば・まち・ビジョン
第７章「ちば・まち・ビジョンの実現向けて」
第１節「多様な主体との連携によるちば・まち・ビジョンの実現」
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【１】千葉市まちづくりデザイン協議（ちば・まち・デザイン協議）について

ちば・まち・デザイン協議とは

都市づくり・まちづくりの基本的な方針を定めた「ちば・まち・ビジョ

ン」や千葉市景観計画等を踏まえた、地域にふさわしいデザインを検討し、

千葉市ならではのウォーカブル（歩きたくなる）、リバブル（暮らしやす

い）、サステナブル（持続可能）な美しく心地よい都市の実現を図るため、

まちづくりに大きな効果や影響を与える事業（建築物の配置や規模、用途、

形態、意匠等）に関して、計画や設計が確定する前のできるだけ早い段階か

ら協議、配慮を求めるもの。
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【２】計画段階、設計段階での協議内容

協議の段階 主な調整内容 備考

計画段階
構想・計画・
基本設計の段階

建築物の配置、規模、用途等

設計段階 詳細設計の段階 建築物の形態、意匠、色彩、外構等
景観法に基づく届出の
事前協議
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【３】千葉市まちづくりデザイン協議の対象事業

※③、④については、「ちば・まち・ビジョン」の要所となる９つのエリアに関わるものに限る。



6

①における千葉都心は、右図の赤線で示す

範囲です。

③、④については「ちば・まち・ビジョン」

に示す、都市を構成する要所となる９つの

エリアに関わるものが対象です。

【３】千葉市まちづくりデザイン協議の対象事業 ＜参考図＞

豊かな緑と水辺 

1 都川沿川エリア 2 花見川沿川エリア 3 鹿島川沿川エリア 

都心（商業・業務・文化の拠点） 

4 千葉都心エリア 5 幕張新都心エリア 6 蘇我副都心エリア 

駅を中心とした市街地 

7 稲毛・海浜エリア  8 モノレール沿線エリア 9 外房線沿線エリア 
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【４】協議フロー



報告事項（３）

九都県市が連携して行う広告宣伝車の屋外広告物規制について
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【１】広告宣伝車とは

「自動車の用途等の区分について（依命通達、自動車局長）」によると、

広告宣伝車は、特種用途自動車（８ナンバー）の一種であり、映像により放送

宣伝を行う自動車「放送宣伝車」に分類される。
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【２】九都県市での取り組みの経緯

（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市）

（１）第８３回首脳会議（令和５年４月）

東京都から「広告宣伝車の課題について整理し、規制のあり方について検

討するため、九都県市首脳会議で検討会の設置」が提案。

（２）検討会（令和５年６月から６回実施）

検討結果として、九都県市における広告宣伝車の規制内容と走行実態を共

有し、「広告宣伝車の規制の在り方」について取りまとめたほか、九都県市

で連携して周知等を行うこととした。

（３）第８５回首脳会議（４月２２日）

書面での報告

（４）九都県市同時記者発表（５月１５日）

各都県市が同じ内容で発表



4

【３】検討会の成果 ①屋外広告物条例や制度の普及啓発活動の実施

チラシ（参考資料１）を活用し、

広告宣伝車事業者等に対して

周知を行う。
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【３】検討会の成果 ②国への要望

広告宣伝車で使用されている灯火装置に係る「道路運送車両の保安基準」の遵守

に関する普及啓発について、東京都が九都県市を代表して国に要望を行いました。

（１）実施時期

令和６年５月２１日（火）

（２）要望先

国土交通省

（３）要望内容

「道路運送車両の保安基準」における「その他灯火等の制限」の遵守に

関する指導と普及啓発

【４】千葉市の状況と今後の対応について

・千葉市屋外広告物条例において、広告宣伝車は適用除外としている。

・千葉市としては、現在のところ、深刻な問題には至っていないことから、

条例等の改正は行わず、九都県市共同の啓発活動に協力することとしたい。


